
今月は、国民健康保険税第２期、固定資産税・都市計画税第１期、
軽自動車税の納付月です。納期内の納付をお願いします。

問日田市新型コロナウイルス関連相談総合窓口（特別定額給付金担当）☎㉒８２８１・☎㉒８２４３（市役所３階）

特別定額給付金の手続きが始まりました

▼対象者
　基準日（４月27日）に、日田市の住民基本台帳に記
録されている人

▼給付額
　世帯構成員１人につき10万円

▼受給権者
　世帯の世帯主
※配偶者からの暴力等を理由に避難している人で、事情によっ
て４月27日以前に現在住んでいる日田市に住民票を移すこ
とができなかった人はご相談ください。

▼申請方法
　感染拡大防止のため、原則下記の方法で申請
①必要事項を申請書等に記入し郵送
②マイナンバーカードを用いてマイナポータルサイトで
オンライン申請

【申請に準備するもの】
①の場合（郵送）
・免許証等本人確認できるもの（写し）
②の場合（オンライン）
・マイナンバーカード
・スマートフォン又はパソコン（ＩＣカードリーダライ
タ等の機器が必要）
①・②共通事項
・振込先口座の金融機関名、口座番号、口座名義人が分
かる通帳又はカード（写し）

市役所

市役所

 国の「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」で決定した特別定額給付金を給付します。給付申請書を世帯主宛てに送付
しましたので、期限までに手続きをしてください。

申請内容を確認後、口座振り込み等
によって給付を行います

受給権者（世帯主）

①郵送申請
②オンライン申請

▼申請期間　給付申請受付開始日～３か月後

　　①の場合
同封の返信用封筒で返送
してください。

　　　②の場合
マイナポータルは政
府が運営するＷＥＢ
サイトです。右記二
次元コードからご確
認ください。

受給権者（世帯主）に申請書
を送付しました（右記封筒）

日田市役所　　☎㉓３１１１　 天瀬振興局　　☎57８２０１
大山振興局　　☎52３１０１　 前津江振興局　☎53２１１１
中津江振興局　☎54３１１１　 上津江振興局　☎55２０１１

５[お知らせ版]
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●まちなかのにぎわい創出を支援します！
空家・空店舗等のリノベーションによる

▼補助対象者
　次の要件を満たし、かつまちなか等の賑わいを生む具
体的な計画を持っている人
①開業の日までに市内に住所を持つ個人又は法人
②市税を完納している人
③この補助金の交付を受けてから５年以上市内で事業を
継続しようとする人
④事業実施後、関係商工団体と協調してにぎわい創出に
取り組む人

▼補助対象事業
①空家等の遊休施設や空間を有効活用して、小売業、生
活サービス業、クリエイティブ産業、共同利用施設整
備等の事業を行うもの
②上記に該当する業種で既に営業している店舗（１年以
上）を、第三者が事業継承し出店するため改装を行う
もの

※申請年度から同一の年度内で事業を完了する必要がありま
す。また、対象外となる事業もあるので事前に下記にお問い
合わせください。

▼補助対象経費
①申請者が業者と契約して行う改装工事費（備品や器具
類は除く）
②申請者が自ら行う工事に係る原材料費（使用箇所及び
使用量が明確に確認できるものに限る）

※いずれも居住部分の経費は除きます。

▼事業実施期間
　交付決定日～令和３年３月31日㈬
※交付決定日以前に発生した費用は補助対象となりません。

▼補助限度額

※推進プランとは、商店街の将来ビジョンや実施事業を取りま
とめたものを言います。

▼提出書類及び提出先
　必要書類を添付し、下記に提出
※各種様式、応募要領は市ホームページ又は
　右記二次元コードからご確認ください。

▼申込期限
　６月15日㈪
※申請状況によって二次公募を行う場合があります。

問商工労政課商業・消費生活係☎㉒８２３９（市役所３階）

問議会事務局
　☎㉒８２１４（市役所３階）

●市議会の日程
※本会議・委員会はどなたでも
傍聴することができます。
・一般質問
　議員が市政全般について質問
すること
・議案質疑
　条例や予算など、上程された
議案について質問すること
・委員会付託
　上程された各議案について各
委員会に審査を委ねること

６月８日㈪
　15日㈪
　16日㈫
　17日㈬
　19日㈮
　22日㈪
　23日㈫
　24日㈬
　26日㈮

議案上程、提案理由の説明など

議案質疑、委員会付託

委員長報告、質疑、討論、採択など

開催日 開催時間 会議名 会議の内容

午後１時 本会議

午前10時

委員会

本会議

議案審査

一般質問

　令和２年第２回日田市議会定例会は、下記の日程で開催される予定です。
　正式には、６月２日㈫に開催予定の議会運営委員会で決定します。

　空家等の遊休施設や空間をはじめとする既存資源の有効活用によって、エリア価値の向上を図るためのリノベーショ
ンを支援する「まちなかリノベーション推進事業」の公募を行います。事業の採択は、審査の上、決定します。

地域・業種
複数の経営体が共同のテナント内
に出店する場合
推進プランを定めている商店街の
区域

推進プランを定めていない商店街
の区域
上記以外の区域であって、事業の
目的を達成すると認められる区域

補助率

2/3以内 150万円

100万円

75万円

50万円

1/2以内

上限額

22020. 5. 15　広報ひた

　労働者の働きやすい職場環境づくりとワークライフバ
ランス（仕事と生活の調和）を推進することを目的とし
て、就業規則作成に係る経費を助成します。

▼対象
　市内に事業所（本社）を有し、従業員が９人以下の事
業主

▼助成金
　就業規則の作成に係る経費（上限10万円）
※詳細は下記にお問い合わせください。

●働きやすい職場環境づくりを目指す事業主を応援します！

問商工労政課雇用・労働環境係☎㉒８２３９（市役所３階）

問企業立地推進室企業立地推進係☎㉒８３１３（市役所３階）

　市内在住の人を対象に、石井工業団地内にある貸付農
園の利用者を募集します。

▼貸付期間
　使用許可日～令和３年３月31日㈬

▼貸付区画
　十数区画（１区画　約100㎡)

▼利用料　無料

▼貸付条件
①野菜・花等を栽培（樹木の栽培は不可）
②営利目的の作物栽培は不可

▼申込期限
　５月29日㈮
※応募者多数の場合は抽選で決定します。
※新型コロナウイルス感染症防止のため、原則電話での問合
せ、申込みをお願いします。

●貸付農園利用者を募集します！

●中小企業の販路開拓を支援します！
中小企業チャレンジサポート事業補助金の公募

▼補助内容
　中小企業者が行う新たな販路開拓のための展示会出
展やＥＣサイトの構築による新規顧客獲得等の事業
費の一部を助成

▼補助対象経費
　事業の実施に直接的に必要な経費（旅費、開発費、
広報費、展示会等出展費、借料）

▼補助額
　補助対象経費の２分の１以内
　（限度額　20万円）

▼事業実施期間
　交付決定日～令和３年３月31日㈬

　市では、中小企業の販路開拓を支援するため、下記のとおり「中小企業チャレンジサポート事業補助金」の公募を行い
ます。事業の採択は、審査の上、決定します。

▼提出書類及び提出先
　中小企業チャレンジサポート事業補助金応募申込書に
事業計画等の必要書類を添付し下記に提出

※各種様式、応募要領は市ホームページ又は
　右記二次元コードからご確認ください。

▼審査
　事業計画は、審査を行い予算の範囲内で採択する事業
を決定

※補助金交付申請の手続きは、採択事業が決定した後に必要と
なります。

▼申込期限　７月13日㈪

問商工労政課地域産業支援係☎㉒８２３９（市役所３階）

中小企業チャレンジサポート事業補助金（中小企業販路開拓促進事業）

3 広報ひた　2020. 5. 15
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　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため市民の皆さんには、不要不急の外出を控えていただいているところですが、
運動不足が気になっていませんか。大分県西部保健所では昨年度、若い世代への運動習慣の定着を目指し、職場での作業
タイプ別運動プログラムを作成しました。実技映像を視聴しながら、職場や家庭内でできるようにYoutubeでも配信し
ています。是非取り組んでみませんか。

●ちょこトレ～すきま時間にちびっとやっちみようばい～

問大分県西部保健所地域保健課☎㉓３１３３
　健康保険課健康支援係☎㉔３０００（ウェルピア内）

●令和３年度小・中学校の児童・生徒特別支援学級就学援助制度

▼援助対象
　市内に住所を有し、日田市立小・中学校の特別支援
学級に在級する児童・生徒及び通級指導教室に通級
する児童等の保護者で、次のような理由によって市
教育委員会が認定した人

①市民税が非課税又は減免を受けている世帯
②児童扶養手当の支給を受けている世帯
③生活保護が廃止又は停止になったが、なお生活が苦
しく諸学費に困っている世帯

④前年中の世帯全員の総所得金額等の合計額が認定基
準額以下である世帯

※通級指導教室に通級の場合は、認定基準以上の所得でも対象
となりますが、支給額が半額となります。
⑤病気や災害などの特別な事情によって、収入が著し
く減少し諸学費に困っている世帯

　特別支援就学援助とは、小・中学校の「特別支援学級」に在級する児童・生徒並びに「通級指導教室」に通級する児童
等の家庭に対して、家庭の経済状況に応じ、学用品費等の就学上必要な経費の一部を援助する制度です。

▼援助内容
　学用品等購入費、学校給食費等
※新入学学用品費（令和３年度入学児童生徒のみ）は、令和２
年４月から令和３年４月までに購入し、入学に必要なもので
あると市教委が認めたものが対象となります。また、学用品
費等購入費は令和３年２月以降に購入した購入品が対象で
す。
※学用品費等は実費支給のため、領収書など支払証明が必要と
なります。そのため、領収書等は認定結果が出るまで保管し
てください。
※通級指導教室に通級の場合は、交通費のみ支給対象です。
※詳細は、市のホームページ又は右記
　二次元コードをご覧ください。

問学校教育課学務係☎㉒８２２１（市役所別館２階）

▼内容
　作業タイプ別に10本（１本当たりの所要時間は５分
程度）

※大分県西部保健所ホームページ又は右記二次元
　コードからYoutubeをご覧ください。

両手を組んで伸ば
していきます。

背伸び

目安時間：10～20秒

足を組んでふともも
に手をかけ状態をひ
ねります。

身体のねじり

目安時間：10～20秒

足を開いて両手を真
横に上げ、上体をひ
ねりながら片手を反対
の足に近づけます。

腰と肩のストレッチ

目安時間：10～20秒

【注意】新型コロナウイルス感染症の影響で内容を変更する場合があります。二次元コードで確認を！
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環
境
等
に
関
す
る
監
視
、
指

導
や
家
畜
の
保
健
衛
生
、
防
疫
及
び
研
究

な
ど
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
採
用
試

験
を
行
い
ま
す
。

■
試
験
日

・
１
回
目　
６
月
27
日
㈯

・
２
回
目　
８
月
22
日
㈯

・
３
回
目　
10
月
24
日
㈯

・
４
回
目　
12
月
19
日
㈯

※
受
験
資
格
や
試
験
場
所
等
の
詳
細
は
、
左
記

で
配
布
す
る
選
考
要
領
や
大
分
県
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

※
通
年
で
募
集
し
て
い
ま
す
。

問
大
分
県
総
務
部
人
事
課
人
事
班

　
☎
０
９
７
‐
５
０
６
‐
２
３
０
５

大
分
県
調
理
師
試
験
準
備
講
習
会

調
理
師
試
験
を
受
け
る
予
定
で
事
前
に
学

習
を
し
よ
う
と
す
る
人
を
対
象
に
講
習
会

を
実
施
し
ま
す
。

■
講
習
日

・
７
月
７
日
㈫
・
８
日
㈬　
大
分

・
７
月
15
日
㈬
・
16
日
㈭　
別
府

・
７
月
20
日
㈪
・
21
日
㈫　
中
津

・
８
月
25
日
㈫
・
26
日
㈬　
大
分

※
２
日
間
で
６
科
目
を
講
習

※
い
ず
れ
も
午
前
10
時
30
分
〜
午
後
３
時
30
分
。

■
講
習
に
関
す
る
問
合
せ
先

　
（
一
社
）
大
分
県
食
品
衛
生
協
会

　
☎
０
９
７
‐
５
3
2
‐
0
0
8
1

■
試
験
日　
10
月
10
日
㈯

※
詳
細
は
左
記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
大
分
県
健
康
づ
く
り
支
援
課
管
理
・
疾

病
対
策
班

　
☎
０
９
７
‐
５
０
６
‐
２
６
６
３

　
公
益
社
団
法
人
調
理
技
術
技
能
セ
ン
タ
ー

　
☎
０
３
‐
３
６
６
７
‐
１
８
１
５

消
防
設
備
士
試
験
準
備
講
習

８
月
に
開
催
予
定
の
消
防
設
備
士
試
験
の
受

験
者
を
対
象
に
講
習
会
を
実
施
し
ま
す
。

■
講
習
日
時　
７
月
19
日
㈰

　
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
５
時

■
と
こ
ろ

　
Ｊ
：
Ｃ
Ｏ
Ｍ
ホ
ル
ト
ホ
ー
ル
大
分
（
大
分
市
）

■
募
集
期
間

　
６
月
８
日
㈪
〜
７
月
10
日
㈮

※
講
習
種
別
や
受
講
申
込
書
等
の
詳
細
は
、
左

記
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
（
一
財
）
大
分
県
消
防
設
備
安
全
協
会

　
☎
０
９
７
‐
５
３
７
‐
３
１
２
５

くらしの情報

試
験
・
講
習

次回の広報ひた６月１日号は、６月１日㈪に発送します。Information ５.15
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６月の健康掲示板
乳幼児の健診

　幼児期は乳歯が生えそろい、かみごたえのある食品も食べられるようになる一方、歯に汚れがつきやすくなり、むし
歯になる子が増え始める時期です。乳歯の健康に気をつけることは、永久歯の健康を守ることにつながります。

子供の成長・発達にはよくかめる歯が大切
です。かかりつけ歯科医を持ちましょう！

■日田市の幼児のむし歯の現状（３歳児歯科健診結果）

幼児期からの歯と口の健康づくり
～咲かそうよ　笑顔の花を　歯磨きで～

【新型コロナウイルス感染症予防方法】
★こまめな手洗いを行い手指消毒液を活用しましょう。
★咳や鼻水、喉の痛みなどの呼吸器症状がある場合はマス
クを着用しましょう。

※マスクがないときは、手で覆うのではなく、肘の内側で咳
やくしゃみを「ブロック」しましょう。
★持病がある人や高齢の人は、できるだけ人混
　みの多い場所を避けるなど注意をしましょう。
※詳細は右記二次元コードから確認してください。

　３歳児歯科検診の結果によると、日田市の１人平均むし
歯本数は減少傾向ではありますが、県平均より高くなって
います。今後も県平均に近づけるよう、頑張りましょう。

□生活リズム
・早寝早起きをして、毎日たっぷり体を動かして遊びま
　しょう

□おやつの回数と内容
・おやつの時間を決めて、回数が多くならないようにし
　ましょう
・乳酸菌飲料やイオン（スポーツ系）飲料、ジュースな
どは口の中を酸性にします。飲む回数を減らし、ダラ
ダラ飲みは避けましょう

□丁寧な歯磨き
・大人と一緒に磨きましょう
・仕上げ磨きをしましょう

むし歯にならないために、良い習慣を守りましょう
日田市・県経年比較（１人平均むし歯本数）

0

2

4

3029282723201714

（本）

3.3

0.86
2.1

0.66

日田市
大分県

フッ化物塗布（保険外診療分）は「おおいた子育
てほっとクーポン券」が利用できます 。

（年度）

■かかりつけ歯科医を持ちましょう
●定期検診のメリット
　・むし歯を早期に見つけてもらう
　・フッ化物塗布などの予防処置をしてくれる
　・歯磨きや食生活のアドバイスをもらえる

６月４日～10日は
歯と口の健康週間
です！

母子健康手帳の交付
５日㈮・12日㈮・19日㈮・26日㈮
９:00～16:00　ウェルピア
※上記交付日以外、又は各振興局での交付を希望する人
は、健康保険課にお申し込みください。

栄養相談の日
４日㈭　13:00～15:00　ウェルピア
※希望する人は、前日までに健康保険課にご予約ください。

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、９月までは集団で行う乳幼児健診の実施は見合わせます。感染予防に
留意して健診ができる体制が整い次第、１歳６か月児健診・３歳児健診については順次連絡します。

乳幼児健康相談
４日㈭　９:30～11:00　ウェルピア
※希望する人は、前日までに健康保険課にご予約ください。

すくすく相談
26日㈮　10:00～11:30　天瀬児童館
※母子健康手帳を持参してください。

健康いちばん
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６月の夜間当番医
（診療時間：午後７時～10時）
日 当番医 所在地 電話番号

６月の日曜・祝日当番医
（診療時間：午前９時～午後５時）

　救急病院は、入院治療が必要な重病患者を対象とします。対象とならない人の受診によって、救急病院の業務に支障
を来しますので、気になる症状がある場合は、早めにかかりつけ医に受診し、夜間等に診察が必要になった場合は、上
記の「当番医」で受診しましょう。

■救急病院
　日田中央病院（淡窓２丁目）　　　☎㉓３１８１
　聖陵岩里病院（銭渕町）　　　　　☎㉒１６００
　済生会日田病院（清水町）　　　　☎㉔１１００
　一ノ宮脳神経外科病院（竹田新町）☎㉔６２７０

■大分県こども救急電話相談
　☎０９７-５０３-８８２２又は＃８０００
■こどもの救急ホームページ
　社団法人日本小児科学会　http://kodomo-qq.jp

救急病院

問健康保険課☎㉔３０００（ウェルピア内）　大分県西部保健所☎㉓３１３３

　変更することがありますので、医療機関には事前に電話で確認してください。又は市役所☎㉓３１１１、
夜間・休日当番医案内☎㉓００９９（午後５時以降音声テープ対応）へお問い合わせください。

●医療機関には事前に電話で確認を！

歯　科（来院前に電話が必要です。※ 印は午前９時～正午）

外　科（急患に限ります。往診はしません）

日 当番医 所在地 電話番号
内　科（急患に限ります。往診はしません）

予防接種スケジュールを自動で作成
し、接種日が近づくとプッシュ通知
でお知らせします。登録は無料で
す。是非ご活用ください。

■日田市子育て支援アプリ「ひたんこナビ」■

月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

麻生小児科医院
こじかこどもクリニック
隈診療所
福田内科クリニック
岩尾病院
若宮病院
下飛田小児科
聖陵花月クリニック
新関内科医院
河津内科呼吸器科
井上内科
児玉医院
松浦クリニック
膳所医院
佐藤内科医院
こじかこどもクリニック
隈診療所
若宮病院
福田内科クリニック
福田医院
日野内科
岩尾病院
聖陵花月クリニック
河津内科呼吸器科
麻生小児科医院
新関内科医院
児玉医院
松浦クリニック
下飛田小児科
佐藤内科医院

淡窓２丁目
清岸寺町
隈１丁目
大宮町
淡窓２丁目
南元町
中央１丁目
清水町
田島２丁目
石井町２丁目
田島本町
三本松２丁目
中央１丁目
本町
田島１丁目
清岸寺町
隈１丁目
南元町
大宮町
清岸寺町
天神町
淡窓２丁目
清水町
石井町２丁目
淡窓２丁目
田島２丁目
三本松２丁目
中央１丁目
中央１丁目
田島１丁目

24-2323
28-8771
22-0033
25-5188
22-6161
22-7171
24-1148
27-5050
24-3355
23-8123
22-4700
24-6572
24-4155
22-3292
22-1170
28-8771
22-0033
22-7171
25-5188
22-1648
23-6009
22-6161
27-5050
23-8123
24-2323
24-3355
24-6572
24-4155
24-1148
22-1170

７
14
21
28

７
14
21
28

７
14
21
28

下飛田小児科
膳所医院
日野内科
松浦クリニック

堀田クリニック
秋吉病院
大河原病院
原病院

※おの歯科クリニック
中村歯科医院
はたの歯科医院
※合原歯科医院

中央１丁目
本町
天神町
中央１丁目

新治町
豆田町
隈２丁目
三本松２丁目

清水町
下井手町
豆田町
田島本町

24-1148
22-3292
23-6009
24-4155

22-2662
23-0808
22-3131
22-7151

22-6118
23-2228
22-7736
22-5305
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身体障害者相談

天瀬総合福祉センター
上津江振興局
中津江振興局
大山総合福祉センター
前津江保健センター
天瀬総合福祉センター
津江老人福祉センター　
上津江振興局
前津江保健センター
大山総合福祉センター　　

身体・知的・
療育・精神に
関すること

障
が
い
に
関
す
る
巡
回
相
談
会

社会福祉課障害福祉係
☎㉒８２９０

ひた生活支援相談センター
☎㉒５２９９

市役所１階
※南側出入口から入って右側。生活自立相談

ウェルピア

災害情報など様々な情報を知ることができます！

防災無線の放送内容をご家庭の電話で聞き返すことができます。
防災無線確認ダイヤル☎㉕５０４０　火災専用確認ダイヤル☎㉓４１００

ひた防災メール
気象警報、避難情報等
をお知らせします。空メ
ールを送信し登録し
てください。

学校情報携帯メール
登録した学校の情報
をお知らせします。
空メールを送信し登
録してください。

※出水期に備えましょう。

貸与申請
受付中！

280MHz帯「防災ラジオ」

要予約大分県司法書士会
☎０９７-５３２-７５７９

大分県司法書士総合相談セン
ター日田特設会場

司法書士相談会
相続・遺言など

日田公証役場遺言等無料公証相談 日田公証役場
☎㉔６７５１ 要予約

不動産市民相談室 宅建日田支部
（日田駅裏イエロービル２階）

宅地建物取引業協会日田支部
☎㉔２１０３要予約

日田商工会議所 大分県社会保険労務士会日田支部
☎㉔２３３９労働相談会

要予約大分県西部振興局☎㉓２２００

大分県庁舎別館５階

大分県交通事故相談
被害者・加害者、人身
事故・物損事故など

大分県西部振興局
市役所４階　401会議室

大分県生活環境企画課
交通事故相談所

総務課行政係（３日以内窓口）
☎㉒８２３３

定例行政相談
官公庁に対する意見・
要望や悩みごとなど

天瀬公民館
上津江振興局
中津江振興局
大山振興局　　　　　　　　　

市役所１階

ウェルピア１階

10:30～12:00
10:30～12:00
13:00～14:30
10:30～12:00
13:00～14:30
10:30～12:00
10:30～12:00
13:00～14:30
10:30～12:00
13:00～14:30
10:00～11:30

平日　  ８:30～17:00
（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

第２土曜日13:00～16:00

13:00～15:00

10:00～12:30

（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）

平日　　８:30～12:00
13:00～17:15

（土・日曜日、祝日、年末年始を除く）
平日　　８:30～17:00

（土・日曜日、祝日を除く）

（祝日・年末年始を除く）

平日　　９:00～12:00
　　　　13:00～17:00

10:30～15:00

９:00～12:00

10:00～15:00

こども未来課家庭支援係
☎㉒８２９２要予約

要予約

健康保険課健康支援係
☎㉔３０００要予約

子育てに関する相談

☎０９７-５０６-２１６６

※新型コロナウイルス感染症の影響によって変更する場合があります。詳細はお問い合わせください。
とき ところ 問合せ

６月の無料相談

９日㈫

10日㈬

１日㈪

19日㈮

17日㈬

４日㈭

16日㈫

12日㈮

８日㈪

２日㈫

25日㈭

３日㈬
17日㈬
18日㈭
19日㈮

広報ひたは、資源保護のため植物油インキを使用しています。
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